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申請しなければならない届出が分かっている場合は、トップページの「届出登録・申請」から申請したい届

出を選択してください。電子届出ができるのは（１）基本情報、（２）住居手当（本人）、（３）住居手当（留守家族）、

（４）通勤手当、（５）単身赴任手当、（６）扶養手当、（７）寒冷地手当、（８）口座振替、（９）児童手当の９つです。 

 

 
 

基本情報には職員の住所や連絡先、配偶者・扶養親族の状況などを入力していきます。基本情報に入

力した内容は他の届出申請にも反映されますので、最初に基本情報の入力を行ってください。 

 

 

 

①トップページの「届出登録、申請」から「基本情報」をクリックします。 
 

 

 

 

 
 

（１）基本情報 

５．申請したい届出が決まっている場合 

職員の状況を入力

していきます。 
配偶者・扶養親族のいる方は

入力してください。 

「確認画面へ進む」ボタンをクリックします。 

検索条件を入力していきます。 

クリック 

検索条件に該当する住所が一覧表示さ

れます。行をクリックすると、クリックした

行の情報が住所に自動入力されます。 

各申請画面には共通して「よくある質問（FAQ）」が用意されています。申請に際して不明

な点がございましたら、まず「よくある質問（FAQ）」を参照してください。 

ボタンをクリックすると行を追加できます。 

ボタンをクリックすると行を削除できます。 

※ ボタンで行を削除すると、入力された情報

は消えてしまいますので注意してください。 

クリック 

クリック 
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①トップページの「届出登録、申請」から「住居手当（本人）」をクリックしま

す。 

 

 

 
 
 

②入力した内容を確認します。 

 

 

 

③住居手当（本人）の申請が完了しました。 

 
 

 

 

送付文の出力については、「操作マニュアル【 職員基本操

作編 】６．送付文を出力したい場合」を参照してください。 

（２）住居手当（本人） 

「確認画面へ進む」ボタンをクリックします。 

必ず入力してください。 

居住するための住宅を借りて

いる職員は入力してください。 

「申請する」ボタンをクリックします。 

入力された内容が正し

いか確認します。 
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①トップページの「届出登録、申請」から「住居手当（留守家族）」をクリック

します。 

 

 

 
 
 

②入力した内容を確認します。 

 
 

 

 

③住居手当（留守家族）の申請が完了しました。 

 

 

 

 
 

 

送付文の出力については、「操作マニュアル【 職員基本操作

編 】６．送付文を出力したい場合」を参照してください。 

（３）住居手当（留守家族） 

「確認画面へ進む」ボタンをクリックします。 

必ず入力してください。 

居住するための住宅を借りて

いる職員は入力してください。 

注意事項が表示されます。

必ず確認してください。 

「申請する」ボタンをクリックします。 

入力された内容が正し

いか確認します。 
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②入力した内容を確認します。 

 
 

 
③通勤手当の申請が完了しました。 

①トップページの「届出登録、申請」から「通勤手当」をクリックします。 

 

 

 
送付文の出力については、「操作マニュアル【 職員基本操作

編 】６．送付文を出力したい場合」を参照してください。 

（４）通勤手当 

特急列車等を利用する場合は、

この入力欄を使用します。 

特別急行列車等の入力欄を非表示に

する場合はクリックしてください。 

通勤順路を入力してください。乗り変えがある場

合は ボタンを押して、行を追加して下さい。 

必ず入力してください。 

入力が終了したら「確認画面へ進む」ボタンをクリックします。 

前回や前々回の通勤届出を提出した順路を利用して入力したい場合は、

「前回届出順路をコピー」「前々回届出順路をコピー」ボタンをクリックして

ください。入力フォームに前回・前々回の通勤順路が自動入力されます。 

※初めて電子届出を申請する場合は、前回届出順路をコピー」ボタンは

使用できません。次回届出を申請する際に使用可能となります。 

クリック 

注意事項が表示されます。必ず確認してください。 

入力された内容が正

しいか確認します。 

「申請する」ボタンをクリックします。 
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①トップページの「届出登録、申請」から「単身赴任手当」をクリックします。  

 

 

 

 
②入力した内容を確認します。 

 
 

 

 

③単身赴任手当の申請が完了しました。 

 

 

 

 
送付文の出力については、「操作マニュアル【 職員基本操

作編 】６．送付文を出力したい場合」を参照してください。 

（５）単身赴任手当 

必ず入力してください。 

「確認画面へ進む」ボタン

をクリックします。 

注意事項が表示されます。必ず確認してください。 

「申請する」ボタンをクリックします。 

必須項目ではありませんが、できる

だけ詳しく記入して下さい。 

入力された内容が正

しいか確認します。 
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①トップページの「届出登録、申請」から「扶養手当」をクリックします。 

 
 

 

 

  

②入力した内容を確認します。  ③扶養手当の申請が完了しました。 

 

 

 

   

 

  

 

 
 

扶養手当画面が表示されない場合 

 

 

送付文の出力については、「操作マニュアル【 職員基本操作編 】

６．送付文を出力したい場合」を参照してください。 

（６）扶養手当 

必ず入力してください。 

チェックをつけた行につ

いて、入力していきます。 

今回扶養手当を申請する方にチェックをつけてください。 

「確認画面へ進む」ボタンをクリックします。 

入力された内容が正し

いか確認します。 

「申請する」ボタンをクリックします。 

扶養親族がいる方は、先に基本情報の入力を行っ

て下さい。基本情報に扶養親族を入力していない場

合、扶養手当申請画面へ移動できません。また、扶

養親族がいない方は届出の必要はありません。 
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①トップページの「届出登録、申請」から「寒冷地手当」をクリックします。 

 
 

 

 

 

  

②入力した内容を確認します。  ③寒冷地手当の申請が完了しました。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
送付文の出力については、「操作マニュアル【 職員基本操作編 】

６．送付文を出力したい場合」を参照してください。 

 

（７）寒冷地手当 

必ず入力してください。 

現在の世帯区分が自動入力

されて表示されます。 

「確認画面へ進む」ボタンをクリックします。 

入力された内容が正し

いか確認します。 

「申請する」ボタンを

クリックします。 
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①トップページの「届出登録、申請」から「口座振替」をクリックします。 

 

 
 

 

 

 

 

②入力した内容を確認します。  ③口座振替の申請が完了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
送付文の出力については、「操作マニュアル【 職員基本操作編 】

６．送付文を出力したい場合」を参照してください。 

 

（８）口座振替 

「確認画面へ進む」ボタンをクリックします。 

必ず入力してください。 

口座情報を入力してください。A～C 最

低１口座の入力を行ってください。 

クリック 

検索条件に該当する銀行が一覧表示されま

す。行をクリックすると、クリックした行の情報

が金融機関名、店舗名に自動入力されます。 

クリック 

検索条件を入力します。 

銀行名または支店名を入力して検索してください。

※直接金融機関名を入力することはできません。 

入力された内容が正しいか確認します。 

「申請する」ボタンをクリックします。 
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①トップページの「届出登録、申請」から「児童手当」をクリックします。 

 
 

 

 

 

 

 

②入力した内容を確認します。  ③児童手当の申請が完了しました。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
送付文の出力については、「操作マニュアル【 職員基本操作編 】

６．送付文を出力したい場合」を参照してください。 

 

（９）児童手当 

入力された内容が正しいか確認します。 

「申請する」ボタンをクリックします。 

「確認画面へ進む」ボタンをクリックします。 

「必ず入力してください。 

届出をする者にチェックを入

れ、入力を行ってください。 

注意事項が表示されます。必ず確認してください。 


